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釧路湿原自然再生（幌呂地区湿原再生） 

 １．治水関係事業   

 

強靱で持続可能な国土の形成 

【恵み豊かな自然と共生する持続可能な地域社会の形成、強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心

な社会基盤の形成】 

世界に目を向けた産業 

【世界水準の観光地の形成】 

 

（１）恵み豊かな自然と共生する持続可能な地域社会の形成 

 

① 河川環境の保全・再生の推進 

 

北海道の恵まれた自然環境の保全・再生を図るため、地域 

住民、ＮＰＯ、学識経験者、関係機関等が連携・協働し、各 

種施策を推進します。 

近年、流域の発展に伴い湿原面積が著しく減少している釧 

路湿原において、久著呂川における湿原中心部への土砂流入 

の抑制及び幌呂地区の湿原再生等を引き続き推進します。 

このほか、天塩川下流地区において汽水環境の再生、十勝 

川の札内川地区において礫河原の再生、石狩川下流（幌向地 

区）において湿原等の再生を引き続き推進します。 

 

② まちづくりと一体となった魅力ある水辺空間の創造 

 

「丘のまちびえい」で知られる美瑛川地区等において、まちづくりと連携した水辺整備を行うこ

とで、水辺とまちの活性化に向けたかわまちづくりを推進するとともに、網走市のまちづくりと連

携し活力あふれる地域の振興を目指したかわまちづくりに着手します。 

また、北海道の水辺を活かした新たな賑わいを生み出すため、住民・企業・行政が一体となり、

水辺とまちの未来を描く取組を展開します。（ミズベリング・プロジェクト） 

 

③ 河川協力団体について 

 

河川の維持、河川環境の保全等、河川管理に資する活動を自発的に行っているＮＰＯや町内会

などの民間団体を河川協力団体として指定し、河川管理者と連携して活動する団体として位置づ

け、自発的な活動を支援しています。  

 

④ 海岸協力団体について 

 

海岸の維持、海岸環境の保全等、海岸管理に資する活動を自発的に行っているＮＰＯや町内会

などの民間団体を海岸協力団体として指定し、海岸管理者と連携して活動する団体として位置づ

け、自発的な活動を支援しています。  

 

人工ケルミ 

湿原再生区域 
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⑤ 公共事業の実施に伴う発生土砂等の有効活用等 

 

河川事業で発生する土砂については、堤防等の河川整備に流用するほか、平成 28 年 8 月洪水

により被災した農地の復旧や農地の土壌改良材として有効活用し、北海道の基盤産業の一つであ

る農業の生産性向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川内の樹木については、民間企業等が木質バイオマスエネルギー等で幅広く利活用できる

よう、河川法第 25 条を適用した採取（伐採）の取組等により、樹木管理費用の縮減と循環資

源の利用システムの構築・活用を推進します。 

ダム貯水池で集積した流木については、一般の方への無料配布や、チップ化による園路整備

等、資源の有効利用に取組ます。 

 

  

 

 

河川内の樹木は、民間での木質バイオマスエネルギー等に利活用 

 

 

 

  

ダム貯水池で集積した流木は、無料配布やチップ化し園路整備として利活用 

 

泥炭搬入
なし

泥炭搬入
あり

（生育良好）

農地の復旧、土壌改良材への流用例 

泥炭搬入 
なし 

泥炭搬入 
あり 

（生育良好） 

河道掘削 畑に搬入された土砂 

河道掘削で発生する土砂は、堤
防の盛土材料等としては流用す
るほか、農地復旧や土壌改良材
として、農地へ有効活用。 

地元自治体による土砂受け入れ
希望等の調整 

・土壌改良 

・農地復旧 

樹木伐採後 

チップ化 
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また、堤防除草により毎年発生する刈草は、地域で家畜の敷藁に使用するなどの利活用を進

めるとともに、新たにバイオガス資源として提供し、除草費用の縮減と循環型の地域づくりを

推進します。 

 

 

  

堤防の刈草は、家畜の敷藁やバイオガス資源として利活用 

 

（２）強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な社会基盤の形成 

 

① 千歳川流域の治水対策の推進 

千歳川の治水対策は、発展の著しい道央圏の防災対策とし 

  て緊急を要する重要な課題であり、平成１７年４月に策定さ 

  れた千歳川河川整備計画に基づき、石狩川の高い水位の影響 

を長時間受けることに対応した堤防の整備や河道掘削及び遊 

  水地群の整備等を推進します。 

 

 

 

② 石狩川流域の治水対策の推進 

  石狩川下流域には道都札幌市等が位置し、北海道の社会、 

 経済の中枢となっているほか、流域内の広大な農地は我が国 

 有数の食料供給地です。特に昭和５６年８月洪水時には、甚 

大な浸水被害が発生しました。この戦後最大規模の洪水から 

石狩川下流域を防御するため、北村遊水地の整備を推進しま 

す｡ 

 

 

 

③ 大都市地域で壊滅的な被害を防止するための治水対策   

の推進 

洪水時に堤防が決壊すると壊滅的な被害が予想される札 

幌都市圏を貫流する豊平川において、流下能力不足となっ 

ている下流部の河道掘削等を推進します。 

 

 

 

 

 

 

豊平川の河川改修 

 

千歳川遊水地群の整備 

 

北村遊水地の整備 

 

島松川 

千歳川 

国道 274号 

JR 千歳線 

北島遊水地 

東の里遊水地 

石狩川 

旧美唄川 

北村遊水地 

バイオガスプラント 

河道掘削 
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④ 「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づくハード・ソフト対策の推進  

平成２７年９月関東・東北豪雨を踏まえた「水防災意識社会 再構築ビジョン」の取組として、

「洪水はん濫を未然に防ぐ対策」、「危機管理型ハード対策」を推進するとともに、各水系の「減

災対策協議会」にて取りまとめられた取組方針を踏まえ、関係機関と連携し、タイムラインの作成

・改良、洪水情報のプッシュ型配信、市町村のハザードマップ作成への支援、住民参加型の防災訓

練等のソフト対策を推進します。 

 

 

 ⑤ 「北海道緊急治水対策プロジェクト」に基づくハード・ソフト対策の推進 

   平成２８年８月の一連台風災害を踏まえ、「北海道緊急治水対策プロジェクト」として、大きな

被害を受けた河川を中心に、被災箇所の復旧や、洪水時の水位を下げるための河道掘削などのハー

ド対策を緊急的、集中的に進めるとともに、住民の避難を促すためのタイムラインの作成・改良や、

洪水情報のプッシュ型配信等のソフト対策を推進します。 

 

  

⑥ 多目的ダム建設の推進 

洪水から人命、財産を守り、水道用水等の新規利水の需要

に対応し、安定した川の流れの確保による農業用水の安定供

給や河川環境を保全する多目的ダムの建設について、サンル

ダム、平取ダム（沙流川総合開発）、新桂沢ダム及び三笠ぽ

んべつダム（幾春別川総合開発）の早期完成に向けて推進し

ます。 

 

 

 

⑦ 火山噴火等に備えた土砂災害対策の推進 

噴火による大規模な災害が発生するおそれのある樽前山・ 

十勝岳において、火山砂防事業を重点的に推進します。 

上流域の土地荒廃が著しく、流出する土砂が下流域に被害 

を及ぼすおそれのある石狩川上流域・豊平川・札内川におい 

て砂防事業を推進します。 

 

 

 

 

⑧ 海岸侵食対策の推進 

北海道の物流の要であり、重要交通網である苫小牧港、国 

道３６号、ＪＲ室蘭本線が隣接するとともに、それらに面し 

て住宅が密集している胆振海岸において、海岸侵食対策とし 

て人工リーフ整備を推進します。  

 

 

 

樽前山

樽前山覚生
おぼっぷ

川砂防堰堤群の整備 

胆振海岸（白老工区）人工リーフ  

砂防堰堤群 

平取ダム（本体工事）  

人工リーフ 
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⑨ 河川管理施設の戦略的な維持管理・更新の推進 

河川の維持管理では、一級河川１３水系の大臣管理区間における、ダム、堤防、水門・樋門、

排水ポンプ等の河川管理施設を良好な状態に保つように維持し、確実な操作を実施するとともに、

所要の機能を確保するため、点検・評価結果に基づく補修・更新等を実施します。 

また、施設の老朽化の進行や北海道特有の凍害劣化に対応し、トータルコストの縮減や平準化

を図るため、長寿命化計画等に基づく予防保全を実施するなど、戦略的な維持管理・更新を推進

します。 

   

施設の点検（樋門） 施設の点検（ダムゲート） 
施設の補修に合わせた 

自動開閉式ゲートの導入事例 

 

⑩ 大規模災害に備えた危機管理体制の強化 

近年増加する集中豪雨や局所的な大雨による水害や土砂災

害等に対して、施設管理や防災活動等に役立てるために、従

来のＣバンドレーダ雨量計を高性能化（ＣバンドＭＰレーダ

雨量計）し、ＸバンドＭＰレーダ雨量計と組み合わせたＸＲ

ＡＩＮにより危機管理に努めるとともに、防災情報収集のた

めの機器整備を行います。 

 

 

 

 

 

⑪ ダム再生の推進に向けた調査・検討 

   頻発する水害に対し、支川・上流部等の治水安全度を

早期に向上させることや、水力などの再生エネルギーの

導入促進を図ることを目的に、管内の河川において候補

箇所を調査するなど、ダム再生を推進する調査を実施し

ます。 

 

ＸバンドＭＰレーダ雨量計 

（石狩局） 

水防演習の実施（釜段工法） 

桂沢ダム（既設）

新桂沢ダム（新設）

既存ダムの有効活用事例  

（新桂沢ダム）  

5



平成２９年度（継続） 

千歳
ち と せ

川遊水地群整備事業 

                                （直轄） 

 

１．概 要 

千歳川の中下流部には広大な低平地が広がっているため、洪水時に石狩川本川の高い水位の影響を

長い区間にわたり長時間受けるなど水害が起きやすい特性を有しており、ほぼ２年に１回という頻度

で水害に見舞われています。 

特に、昭和５６年８月上旬洪水は未曾有の大洪水となり、被害家屋２，６８３戸、浸水面積１９２

km2の被害をもたらしました。 

本事業は、「堤防強化（遊水地併用）案」を盛り込んだ千歳川河川整備計画が、平成１７年４月に

策定されたのを受けて、度重なる水害の解消を図るため、遊水地群を千歳川本支川に分散して整備し、

災害の防止を図るものです。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：江別市（江別
え べ つ

太
ぶと

）、南幌町（晩
ばん

翠
すい

）、北広島市（東の里）、恵庭市（北島）、  

千歳市（根
ね

志
し

越
こし

） 

面     積：Ａ＝１，１５０ｈａ 

全 体 事 業 費：Ｃ＝１，１５０億円 

事業予定期間：平成２０年度～平成３１年度 

Ｈ２９実施内容：掘削、築堤、用地及び補償費等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水時 

排水門（閉） 

遊水地 

平常時 

排水門（開） 

越流堤 

■遊水地のイメージ 

■S56.8上旬降雨による浸水区域 

江別太遊水地 

東の里遊水地 

江別市 南幌町 

長沼町 

北広島市 

恵庭市 

千歳市 

舞鶴遊水地 

根志越遊水地 

晩翠遊水地 

北島遊水地 

←
千
歳
川 

ち
と
せ 

遊水地 

設置箇所 

浸水区域 

浸水箇所 

北広島市街地浸水状況 長沼町市街地浸水状況 

10k 

20k 

30k 

40k 

（H26完成） 

島松川 

千歳川 

国道 274号 

JR千歳線 

北島遊水地 

東の里遊水地 

昭和 56年 8月洪水の浸水状況 
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平成２９年度（継続） 

北村
きたむら

遊水地整備事業  

（直轄）                                

 

１．概 要 

石狩川下流域には道都札幌市等が位置し、北海道の社会、経済の中枢となっているほか、流域内の

広大な農地は我が国有数の食料供給地となっています。特に昭和５６年８月上旬洪水時には、１１箇

所の堤防が決壊するなど、氾濫面積６１４km2、被害家屋約２２，５００戸におよぶ甚大な浸水被害

が発生しました。この戦後最大規模の洪水から石狩川下流域を防御するため、北村遊水地の整備を推

進します。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：岩見沢市、月形町、新篠津村  

面     積：Ａ＝９５０ｈａ 

全 体 事 業 費：Ｃ＝７００億円 

事業予定期間：平成２４年度～平成３８年度 

Ｈ２９実施内容：築堤、用地及び補償費等 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜S56.8上旬洪水被害概要＞ 

・ 氾濫面積約614km2、 

・ 被害家屋約22,500戸、死者2名 

創成川 市街地の浸水状況 
（札幌市） 

石狩川右岸 下新篠津付近の氾濫状況 
（江別市） 

平常時 

平常時は農地として利用 

洪水時 

洪水時は遊水地として利用 

 

■遊水地のイメージ 

■S56.8上旬降雨による浸水区域 

石
狩
川 

堤防破堤箇所 × 
× 

石狩川 

旧美唄川 

北村遊水地 

昭和 56年 8月洪水の浸水状況 
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平成２９年度（継続） 

河川災害復旧等関連緊急事業（十勝川） 

                                （直轄） 

 

１．概 要 

平成 28 年 8 月台風 10 号により、十勝川では計画高水位を超える洪水となり、上流区間の支川

芽室川（北海道管理区間）においても越水により堤防が決壊し、氾濫被害が発生しました。支川芽室

川の被害に対しては、北海道にて再度災害防止を目的に改良復旧することとしており、芽室川の流下

能力増による十勝川本川への流入量増により、十勝川においても対応が必要となります。 

これを踏まえ、支川の流下能力増を流下させるための十勝川本川の河道掘削を、河川災害復旧等関

連緊急事業として緊急的に実施し、再度災害防止を図るものです。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：豊頃町、池田町、幕別町、音更町、帯広市、芽室町 

掘 削 延 長：Ｌ＝６０．４ｋｍ 

掘 削 土 量：Ｖ＝２，６４０，０００ｍ３ 

全 体 事 業 費：Ｃ＝１０４億円 

事業予定期間：平成２８年度～平成３１年度 

Ｈ２９実施内容：河道掘削 
 

 

 

北島遊水地 

十勝川

位置図

Ａ´

Ａ

10.0k

20.0k

30.0k

40.0k

50.0k
60.0k

70.0k

11.6k

72.0k

：浸水範囲

オビヒロ

河川災害復旧等関連緊急事業
L=60.4km

十勝川本川ピーク流量時（平成28年8月31日撮影）

ＷＬ

河道掘削

Ａ Ａ´

標準断面図

H.W.L

H28.8洪水時
の最大水位

芽室川の災害関連事業後
に増量したあとの水位

←写真①

国道38号

②

①芽室市街地浸水状況

8/31 台風10号

①

十勝川

利別川KP9.0左岸
浸水状況

8/30～31 台風10号
十勝川温泉街の浸水状況
8/31台風10号

③
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平成２９年度（継続） 

河川災害復旧等関連緊急事業（常呂川） 

                                （直轄） 

 

１．概 要 

常呂川では、平成 28 年 8 月の一連の台風による断続的な大雨の影響で、中・下流部では堤防越

水に伴う大規模な浸水被害が生じました。この被害に対して被災施設の復旧とあわせ、再度災害防止

対策のため、河川災害関連緊急事業で堤防越水区間の水位低下を目的に河道掘削を行います。 

この河川災害関連緊急事業による再度災害防止のための河道掘削により、下流への負担増となるこ

とから、河川災害復旧等関連緊急事業により緊急的に河道掘削を行い、再度災害防止を図るものです。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：北見市 

掘 削 延 長：Ｌ＝１１．８ｋｍ 

掘 削 土 量：Ｖ＝６４４，０００ｍ３ 

全 体 事 業 費：Ｃ＝２３億円 

事業予定期間 ：平成２８年度～平成３１年度 

Ｈ２９実施内容：河道掘削 
 

 

 

北島遊水地 

常呂川
位置図

太茶苗観測所（18.9k）
ふとちゃなえ越水

越水

越水

北見市

9.0k

越水

浸水戸数

・床下浸水 3戸

・農地浸水 215ha

※復緊事業区間

凡 例
：浸水範囲
：決壊箇所

支川柴山沢川の堤防決壊状況
①

③

CCTV画像
（8/21 ）

常呂川24k

23k

日吉地区から下流を望
む（8/21 ）

③

①

②

事業効果

②

堤防高付近まで水位上昇

農地冠水状況

0

100

200

300

H28 完了

浸水面積
215ha

0ha

河道掘削

H.W.L

H28.8洪水時
の最大水位

上流区間の災害関連事業
後に増量したあとの水位

H.W.L
超過区間

標準断面図

Ａ´

Ａ

Ａ´Ａ

常呂川
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平成2９年度（継続） 

沙流川総合開発事業（平取ダム） 

（直轄） 

 

 

１．概 要 

 沙流川流域は水田・畑作を主体とする農業が盛んであり、特に平取町におけるトマトの収穫量

は全道一を誇り、重要な基幹産業となっています。近年においても当流域で頻発する洪水災害か

ら地域社会を守るため、平取ダムの建設を推進します。 

昭和５７年度に建設事業に着手した沙流川総合開発事業（二風谷ダム（平成９年度完成）、平

取ダム）は、平成３１年度の完成に向けて、事業を継続します。 
 

○平成２９年度実施内容 本体工事、付替道路工事等 

 
 

２．計画内容 

○目的 

 ・洪水調節（沙流川、額平川の洪水防御） 

 ・流水の正常な機能の維持 

・水道用水の供給（平取町、日高町：0.030 m３/s） 

・発電（二風谷ダムのみ）（ほくでんエコエナジー(株)：最大 3,000kＷ） 

   

○ダム諸元 

 ・型式：重力式コンクリートダム 

・堤高：56.5m 

・堤頂長：350m 

・堤体積：177,000m3 

・総貯水容量：45,800,000m3 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

位 置 図 

本体工事状況（平成 28 年７月撮影） 

完成予想図 

 

 

 

位置図

オホーツク海

日 本 海

太 平 洋

二風谷ダム

沙流川

平取ダム
苫小牧

札幌

函館
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平成２９年度（継続） 

樽前山
たるまえさん

火山砂防事業 

                                （直轄） 

 

１．概 要 

樽前山は、1667 年から 1987 年までに大規模～中規模の噴火を繰り返し、1739 年の大噴火

では火砕流が山麓まで流下しました。昭和 53 年(1978)のごく小規模の噴火後も火口の高温状態

が続いており、平成 8 年(1996)以降地震活動が増加、平成 22 年(2010)にも火山性地震が 2 回

発生し火山性微動が起きるなど、いつ噴火してもおかしくないと言われ、気象庁の常時観測火山と

なっています。 

樽前山麓には苫小牧市・白老町の市街地が位置し、道央自動車道・国道 36 号・JR 室蘭本線な

どの重要交通網や新千歳空港・苫小牧港・苫小牧臨海工業地帯などの物流拠点が集中しており、噴

火した場合、甚大な被害の発生が危惧されます。このため、火山泥流災害の被害軽減を目的として

平成 6 年から直轄火山砂防事業により砂防設備の整備を進めています。 

 

２．計画内容 

箇 所 名：苫小牧市、白老町 

実 施 内 容 ：遊砂地工、砂防堰堤工、火山観測機器等 

事業予定期間：平成6年度～ 

H2９実施内容：覚生川
おぼっぷがわ

砂防堰堤群等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道36号 

 

JR室蘭本線 

 

道央自動車道 

 

樽前山 

 

市街地まで約15km 

 

 

樽前山麓に広がる 

苫小牧市街地と重要交通網 

想定泥流氾濫範囲 

覚生川砂防堰堤群(建設中) 

樽前山火山情報共有イメージ 

覚生川砂防堰堤群 
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平成２９年度（継続） 

胆振
い ぶ り

海岸 海岸保全施設整備事業 

                                （直轄） 

 

１．概 要 

 胆振海岸は北海道の物流の要である苫小牧港の西側に位置する海岸であり、背後には重要交通網の

国道３６号、ＪＲ室蘭本線が隣接するとともに、それらに面して住宅が密集しています。当海岸では、

海岸侵食の進行に伴い、夏期から秋期にかけての台風や季節風による波浪災害が頻発しており、住民

生活、経済活動に重大な影響を及ぼしていることから、海岸侵食対策として人工リーフ整備を推進し

ます。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：苫小牧市、白老町 

直轄区間延長：L=24.595km 

事業開始時期：昭和 63年度 

Ｈ２9実施内容：白老工区 人工リーフ  等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直轄胆振海岸 

 (Ｈ28苫小牧市) 

(Ｈ28苫小牧市) 

位置図 

事業区域平面図 
越波状況 

家屋被害状況 

事業箇所上空写真 
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平成２９年度（継続） 

釧路
く し ろ

川総合水系環境整備事業 

                                （直轄） 

 

１．概 要 

釧路湿原は、我が国最大の湿原であり、昭和５５年に国内最初のラムサール条約による国際保護

湿地として登録され、次いで昭和６２年には湿原単体としては初めて国立公園に指定されているな

ど、豊かな自然環境に恵まれています。しかし、流域の発展に伴い釧路湿原の面積が急激に減少し、

乾燥化などによる質的な変化が現れています。 

このため、平成１５年の自然再生推進法の施行を受け、同年に地域住民、学識者、関係行政機関

等多様な主体の参加による「釧路湿原自然再生協議会」が設立され、平成１７年には、同協議会に

より「釧路湿原自然再生全体構想」が策定され、地域の協働のもと釧路湿原の保全・再生に取り組

んでいます。一方で、地域産業と連携した湿原のワイズユースにより、湿原を保全・再生し、将来

にわたり地域産業が豊かになる取組も進めています。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：標茶町、鶴居村 

実 施 内 容：旧川復元（茅沼地区）、土砂流入対策（久著呂川）、湿原再生（幌呂地区） 

事業予定期間：平成１３年度～平成４５年度 

Ｈ２９実施内容：人工ケルミ（久著呂川）、湿原再生（幌呂地区）、モニタリング等 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流域の経済活動の拡大に伴い、この 60

年間で湿原面積の約 3割が減少、ハン

ノキ林が約 4倍に拡大。 

茅沼地区の旧川復元（モニタリング中） 
釧路湿原自然再生の取組状況（赤：釧路川総合水系環境整備事業） 

蛇行（旧川）復元後（H25撮影）

蛇行（旧川）復元前（H19撮影）

蛇行の復元

直線化した河道

ハンノキ林 約20km2

湿原面積 約250km2 約180km2

約80km2  
2004年1947年

約230km2

約30km2
1977年

約3割減

約4倍増

量的変化

質的変化

湿原面積の急激な減少と湿原植生の変化

幌呂川

雪裡川

久著呂川

ヌマオロ川

オソベツ川

釧路川

土砂流入対策(沈砂池)実施計画〔南標茶地域〕
農業用排水路合流部への沈砂池の設置
（国交省(農)、標茶町、南標茶地区排水路維持管理組合）

土砂流入対策実施計画〔久著呂川〕
河道の安定化対策（北海道）
水辺林・緩衝帯（北海道他）
排水路合流部沈砂池（国交省(農)、北海道他）

河川沿いの土砂調整地（北海道）
湿原流入部土砂調整地（国交省(河)）

茅沼地区旧川復元実施計画
蛇行する河川への復元

（国交省(河)）

達古武地域自然再生実施計画
自然林再生、土砂流出防止

（環境省、ＮＰＯ）

雷別地区自然再生事業実施計画
自然林再生（林野庁）

土砂流入対策(沈砂池)実施計画

〔雪裡･幌呂地域〕
農業用排水路合流部への沈砂池の設置

（国交省(農)、鶴居村）

幌呂地区湿原再生実施計画
未利用地を湿原への再生

（国交省(河)） 達古武湖自然再生実施計画
水生植物の生育環境の保全・復元

（環境省）

くちょろ

くちょろ

せつり

ほろろ

せつり ほろろ

ほろろ

みなみしべちゃ

かやぬま

らいべつ

たっこぶ

たっこぶ
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２．道路事業  
 

＜基本方針＞ 

平成２８年３月に閣議決定された北海道総合開発計画においては、｢人が輝く地域社会の形成｣、｢世

界に目を向けた産業の振興｣及び｢強靱で持続可能な国土の形成｣を主要施策として推進することとし

ています。特に、北海道の強みである｢食｣や｢観光｣に関連する分野等における成長と競争力の強化、

地域社会に活力をもたらす生産空間・基礎圏域の保持・形成を図るための基盤整備を推進するととも

に、社会情勢の変化の中でも生産性の向上に資する事業を推進します。 

また、昨年８月に北海道を襲った大雨により、北海道開発局が管理する国道においても甚大な被害

が発生しました。国道２７４号日勝峠は今年秋頃の通行止め解除を目標に復旧工事を進めております

が、引き続き北海道の豊かな資源・特性を活かし、「社会のベース」の生産性向上にも資する防災・減

災対策や老朽化対策等による国土強靱化を推進し、安全安心に暮らせる社会基盤の確立を図ります。 

＜主要施策＞ 

１ 人が輝く地域社会の形成 

【北海道型地域構造の保持・形成に向けた定住・交流環境の維持増進、世界に目を向けた産業の振興】 

 （１）広域分散型の地域構造を支える交通ネットワークの形成 

広域的な交流・連携の確保、生産地や観光地、空港・港湾等とのアクセス強化により、農林

水産業・観光産業など地域産業を支える高規格幹線道路等の整備を推進します。 

 

■高規格幹線道路網の拡充により、交流・物流拠点や拠点都市と生産地、観光拠点との連携交流

の拡大、物流効率化による地域産業の活性化、定住環境の維持に寄与 

 

3,999
5,472

6,972

10,869
9,639

0

4,000

8,000

12,000

H23 H24 H25 H26 H27

（トン）

輸出 輸入

観光の動き
農林水産物の動き

新千歳空港

阿寒湖

層雲峡

ニセコ・羊蹄

十勝川温泉郷

富良野

インバウンド
観光客来道

資料：空港管理状況調書（国土交通省）

５年間で約2.4倍
に増加

【新千歳空港貨物取扱量の推移】【道内を訪れる外国人旅行者数の推移】

海外へ
輸出

道北圏

オホーツク圏

釧路・根室圏

道南圏

十勝圏
道央圏

苫小牧港

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

7.0 

8.0 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

120.0 

140.0 

160.0 

180.0 

200.0 

220.0 

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 外
国

人
旅

行
者

数
の

伸
び

率
（

H
15

を
1
と

し
た

場
合

）

外
国

人
旅

行
者

数

（万人）
台湾 中国 韓国

香港 北米 ｵｾｱﾆｱ

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾛｼｱ その他

北海道 全国

資料：日本政府観光局「年別訪日外客数、出国日本人数の推移」
北海道経済部観光局「北海道観光入込客数調査報告書」から作成

釧路港

96,458 

99,407 

103,744 

106,301 105,563 

80,000 

90,000 

100,000 

110,000 

H23 H24 H25 H26 H27

取
扱
貨
物
量

（千トン）

苫小牧港取扱貨物量の推移

資料：苫小牧港統計年報
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＜生産性向上が見られたストック効果① 道東道延伸（白糠 IC～阿寒 IC 間開通）＞ 

―北海道最大の肉用牛生産地への飼料輸送効率化― 

 

 ○肉用牛の生産において、北海道は国内最大の生産地であり、なかでも士幌町は北海道内第 1 位の

生産地域です。肉用牛の飼料となる原材料のトウモロコシ等は、釧路港から士幌町の飼料製造工

場へ輸送されています。 

 ○白糠 IC～阿寒 IC の開通により、釧路港から工場への輸送時間が短縮され、1 日当たり 2 往復の

運行が可能となり、更に燃料消費量が約１割削減となるなど、物流の効率化に寄与しています。 

 

＜生産性向上が見られたストック効果② 道東道延伸（白糠 IC～阿寒 IC 間開通）＞ 

―広域分散型の地域構造を中継輸送が支える― 

  

 

○道東自動車道（白糠 IC～阿寒 IC 間）が平成２８年３月１２日に開通し釧路に到達しました。道

東自動車道の開通・延伸に伴い、帯広地域を中心とした中継拠点化が進行しています。 

 ○日本の「食」を支える道東産農水産物を中継輸送により道央へ運び、生産空間と市街地が広域に

分散した北海道における物流を支えています。 

 

100%
92%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H25.5 H28.5

▼燃料消費量削減状況

資料：物流事業者ヒアリング結果
開通前：H25.5、開通後：H28.5

約1割減

開通後
白糠IC~阿寒IC通行
（H28.3.12開通）

開通前
※開通前を

100％とする

士幌町
2.6%

北海道
21.7%

都府県
78.3%

▼肉用牛の飼育頭数の全国シェア

H27
肉用牛

全国飼育頭数
2,294,725頭

都道府県別シェア
：北海道 1位

道内シェア
：士幌町 1位

釧
路
中
央
IC

釧
路
東
IC

白
糠
IC

H28.3.12開通
白糠IC～阿寒IC

L=14.0km

庶
路
IC

阿
寒
IC

釧
路
西
IC

浦
幌
IC本

別
JCT

本
別
IC

池田IC

浦
幌
町

池田町

釧
路
市

白
糠
町

本別町

釧路市

釧路町

音更町

士幌町

幕別町

豊頃町

開通前ルート
開通後ルート

開通を機に道東道利用に
大幅ルート変更！

トラックドライバーの
労働規定時間（13時間）
以内での2往復が可能に！

帯広市

士幌町の肉用牛
生産農家等に販売

(士幌町等への販売約8割）
足寄IC

士幌町－釧路港間
開通前：167分

士幌町－釧路港間
開通後：108分

平成28年2月24日
全国初の特定貨物輸入拠点
港湾（穀物）に指定

釧路港

※開通前：浦幌IC～阿寒IC開通前

資料：H22道路交通センサス、物流事業者ヒアリング
※労働時間は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」

(H26.8厚生労働省労働基準局)に準ずる。
※積み・降ろし・休憩時間は、各１時間とした場合

資料：「作物統計」（H27)

オホーツク

地域
40%

北海道

（ｵﾎｰﾂｸ以外）
28%

全国

（北海道以外）
32% H27 全国

たまねぎ

出荷量

約1,124千ﾄﾝ

全国
（北海道以外）

52% 北海道
（釧路・根室以外）

10%

釧路・ 根室
地域
38%

資料：「海面漁業生産統計」（H26)

H26 全国
さんま

漁獲量
約228千ﾄﾝ

日本の「食」を支える 
道東産農水産物 

道東地域※2の生産空間※3

※2 道東3振興局(釧路・根室・オホーツク)のみ表示
※3 生産空間：農林水産業、観光等を担う地域

広域に分散した道東の生産
空間から農水産品を輸送

日帰り運行※1による
一括輸送が可能

（高規格利用時）

※1 法律により 1日の運転時間は 2日平均で 9時間が限度、1日の運転可能時間  

  は 9時間以内に規定(日帰り往復運行は片道 4時間 30分以内) 
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主要渋滞箇所の交通状況 
（国道３６号 札幌市） 

北海道渋滞対策協議会※の開催状況 

（※北海道開発局、北海道運輸局、北海道警察本部、北海道建設部、 
札幌市、東日本高速道路株式会社北海道支社） 

（２）渋滞対策の推進 

北海道渋滞対策協議会において特定された主要渋滞箇所（道内全路線：203 箇所）の解消

に向けた検討・対策を実施します。 

（平成 2９年３月現在 対策中：６４箇所、検討中：124 箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要渋滞ポイントの解消事例 国道３３７号当別バイパス全線開通＞ 

－ボトルネックの解消による生産性の向上が期待されます！－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○当別バイパス事業の完成により、ボトルネックが解消され、旅行速度が約２０ｋｍ/ｈ向上しま

した。物流の輸送時間が短縮され、生産性の向上に寄与します。 

 

■対策の流れ 

主要渋滞箇所の対策立案 

モニタリング等による検証・評価 

主要渋滞箇所の見直し 
円滑な渋滞対策の実施

を実現 

Action（改善） Do（実行） 

Check（評価） 

Plan（計画） 

渋滞対策の基本方針策定 
現在 

今後 
Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａの実現による
確実な渋滞対策の実施 

当該区間を利用し
石狩湾新港から木
材チップを輸送

当別バイパス L=15.4km

【４車線区間】
4車線

開通区間

L=5.3km

【４車線区間】

至

小
樽
市

（H28.1.15）

製紙工場

至

千
歳
市

凡例

主要渋滞箇所

開通区間の旅行速度

整備前：H22センサス
整備後：H28.9月民間プローブデータ

26.4

46.1

0 

10 

20 

30 

40 

50 

整備前 整備後

（km/h） 20km/h向上

資料：製紙会社・
運送事業者ヒアリング

写真：国道337号×道道札幌当別線（札幌市あいの里）

開通後開通前

16



 

 

（３）「生産空間」の生活を支える「道の駅」の活用・充実 

制度発足から２５年、「道の駅」は全国各地に広がっています（道内１１７駅：第４６回登録

時）。当初は通過する道路利用者へのサービスが中心でしたが、現在は観光、産業、福祉、防災

等、地域資源の活用や地域の課題解決を図るための拠点、目的地にもなってきています。 

北海道の地方部に広域に分散している「生産空間」の維持・発展のため、地域公共交通の交

通結節点や、日常生活に必要なサービスを提供する場として活用する等、人流・物流の交通ネ

ットワークと日常生活機能を保持する取組を実施してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■｢道の駅｣の支援 

■生産空間の維持・発展のために「道の駅」を活用した取組のイメージ 

重点「道の駅」の支援体制

重点「道の駅」

○地方創生拠
点形成に向け
た企画の推進

各関係
機関へ
の補助
申請等

活用支援制度等の事前相談

企画実施に関する助言・支援

有益な関連情報を逐次提供

地域の拠点となる「道の駅」への整備支援内容（例）

北
海
道
地
区
「道
の
駅
」連
絡
会

運輸局経産局

農政
事務所 北海道

開発局

連携・
調整・
助言

連携・
情報共有

全
国
「道
の
駅
」連
絡
会

開発建設部

連携・情報共有

【関係省庁連絡会議（MIT本部）】
○インバウンド観光の促進

・日本政府観光局（ＪＮＴＯ）認定の外国人観光案内所
・地域の特産品を購入できる免税
・道の駅ＳＰＯＴ（無料公衆無線ＬＡＮ）、ＥＶ充電器の設置 等

○防災拠点としての機能強化
・広域支援の後方支援拠点とするための施設施設整備 等

発電機 照明装置

【防災資材の備蓄】
（例：道の駅「ニセコビュープラザ）

【ＪＮＴＯ認定の外国人観光案内所】

（例：道の駅「流氷街道網走」）

地方創生の核となる特に優れた取組を選定し、

関係省庁と連携して重点的に応援する取組を実

施しています。 

道の駅ＳＰＯＴ（無料公衆無線ＬＡＮ）の整備や、

防災拠点としての機能強化等、｢道の駅｣の魅力・機

能向上への支援を実施しています。 

～｢おいしい道の駅｣の取組～ 

 地方部での生活を支える日常買い物の利便性

向上や産直品の販路拡大、｢道の駅｣間の物流 

ネットワーク構築について検討。 

｢道の駅｣間の輸送イメージ 

・高規格幹線道路等のネットワークの構築
・都市間バス、路線バス、コミュニティ交通の結節
点として道の駅を活用

「生産空間」において日常生活の目的を果たすため
市街地や圏域中心都市への移動が必要不可欠

道路ネットワークの形成・交通結節点機能の強化

生活利便性向上

・日常生活の利便性を向上するため道の駅を活用

「生産空間」では住民が必要とするサービス施設が
減少

交通結節点機能の強化

バス停

重点「道の駅」の支援体制 「道の駅」の魅力向上・機能向上への支援

【道の駅ＳＰＯＴの利用は
このシンボルマークが目印】

○インバウンド観光の促進
・道の駅ＳＰＯＴ（無料公衆無線ＬＡＮ）、ＥＶ充電器の設置
・日本政府観光局（ＪＮＴＯ）認定の外国人観光案内所
・地域の特産品を購入できる免税 等

○防災拠点としての機能強化
・広域支援の後方支援拠点とするための施設整備 等

発電機 大型モニター

【防災資材の備蓄】

備蓄状況

重点「道の駅」

○地方創生拠
点形成に向け
た企画の推進

各関係
機関へ
の補助
申請等

活用支援制度等の事前相談

企画実施に関する助言・支援

有益な関連情報を逐次提供

北
海
道
地
区
「道
の
駅
」連
絡
会

運輸局経産局

農政
事務所 北海道

開発局

連携・
調整・
助言

連携・
情報共有

全
国
「道
の
駅
」連
絡
会

開発建設部

連携・ 情報共有

【関係省庁連絡会議（MIT本部）】

（例：道の駅「ニセコビュープラザ｣）
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 （４）北海道の価値創造力の強化に向けた多様な人材の確保・対流の促進 

地域の魅力・課題に精通した地元住民等と協働して、道路の機能・役割を最大限発揮させるこ

とを目指す「協働型道路マネジメント」を推進します。 

 

冬期の景観を確保するための住民による除雪（知床の事例） 

地元住民等と協働して、歩道等を除雪することにより、観光ニーズの高い流氷景観の眺望 

スポットを創出。（平成２７年度 手づくり郷土賞 国土交通大臣賞（一般部門）受賞） 

     

除雪前の状況          除雪中の状況         除雪後の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 （５）世界水準の観光地の形成 

旅行者の周遊を促進するため、北海道の雄大な景観の中での移動そのものも楽しむ「ドライブ

観光」や「サイクルツーリズム」を推進します。 

①  ドライブ観光を推進する「シーニックバイウェイ北海道」では、地域が主体となり、美しい

景観づくりなどに取り組み、魅力ある観光空間づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

② 安全で安心な外国人観光客のドライブ観光を推進するため、英語による道路情報提供や外国 

語パンフレットの作成・配布等ストレスフリーな環境整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国道 39 号動物飛びだし注意の英語表示」 

ビューポイントパーキングの整備 植栽活動 清掃活動 

「エゾ鹿衝突事故マップ」 「冬道ドライブの心構え」 
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③ 北海道内の高速道路ネットワークで、路線名に併せて路線番号を用いて案内する「ナンバリ 

ング」を導入することで、訪日外国人をはじめ、すべての利用者にわかりやすい道案内を行い 

ます。（平成２９年３月１９日開通の旭川・紋別自動車道 丸瀬布IC～遠軽瀬戸瀬IC間に北海

道で初めてのナンバリング標識を設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 世界有数のサイクリング環境を構築し、サイクルツーリズムを推進するため、多様な関係者 

と連携しながら、安全で快適な自転車走行環境を創出するとともに、利用実態調査やルート診 

断を通じて国内外のサイクリスト受入環境の整備・改善及び情報の発信を行います。 

 

⑤ 外国人旅行者の急増、個人旅行化に対応するとともに、レンタカーを利用するドライブ観 

光を推進するため、多言語による道路情報提供など安心・安全なドライブ環境を創出すると 

ともに良好な景観形成に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ
イ
ク
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進

（
全
体
像
）

全道の取組各ルートの取組

国内外のサイクルユーザー

○自転車走行環境改善の
ための基準統一等

○受入れ環境改善のための
連携・調整

○情報の発信、サイクルユー
ザーとのコミュニケーション

○実態調査・効果検証

○基本方針

○自転車走行環境の
整備・改善

○受入れ環境の整備・改善

○情報の発信

○イベント等の企画・実施

連
携

モデルルート試行により施策推進のための制度検討（Ｈ２９～）

■自転車走行環境の整備・改善

路面への走行位置明示 案内標識・路面標示等による基準の統一

■情報の発信

ユーザーとのコミュニ
ケーショ ン(Webサイト)

■受入れ環境の整備・改善

サイクルラックの整備
された休憩施設

資料：Switzerland Mobility

※イ メージ

ユーザーの声(イ メージ)

景観がよく、食事もおい
しかった。信号が少なく
走りやすかった。トラッ

クも少なく安心して走行
できた。

○○ルート

幅員

食事・
休憩場所高低差

信号の数

※イ メージ

■道路協力団体と連携した無線標識による情報発信 

▲民間施設等 

▲観光施設等 

▲案内標識 道路管理者 

【道路環境改善】 

情報登録 

無線標識の設置 利用データ 

BIG データ 活動支援 
道路占用許可 

※利用データは無線標識による取得データ 

データ共有 

道路協力団体 

施設の案内情報を 

発信 

情報登録料 

■北海道内の高速道路ナンバリング ■ナンバリング標識の例 

路線番号 路線名 

■北海道で表示される路線番号と路線シンボル 

道央道等 
（函館～稚内） 

札樽道等 
（黒松内～札幌） 

道東道等 
（千歳恵庭～釧路東） 

旭川紋別道 北海道横断自動車道根室線 
（釧路東～根室） 

函館江差道 帯広広尾道 十勝オホーツク道等 

深川留萌道 日高道 
※計画区間、未開通区間を含む。
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除雪作業 防雪柵 

雪崩予防柵 運搬排雪 

２ 強靱で持続可能な国土の形成 

 【強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な社会基盤の形成】 

（１）冬期交通の安全確保と暴風雪災害時におけるきめ細かな地域支援 

安全で円滑な冬期道路交通の確保を図るため、気象状況や交通状況等を踏まえて、適切なタ

イミングで除排雪作業を実施します。また、関係機関で組織する道路防災連絡協議会で相互の

連携強化を図るとともに、自治体支援のため除雪機械の貸付やリエゾン注）の派遣による災害関

連情報の共有等の支援体制構築について継続的に実施します。 

（注：重大な災害の発生または発生のおそれがある場合に情報収集等を目的として自治体へ派遣する職員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）道路施設の老朽化対策 

点検結果に基づいた措置を計画的に実施することによりメンテナンスサイクルを推進す

るとともに、長寿命化を目指し適正な修繕を実施する地方自治体に対して技術支援等を実施

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■道路除雪・防雪施設の設置状況 

■リエゾン派遣 

■防災連絡協議会 

■定期点検及び点検結果を踏まえた措置等の着実な推進 

 ○「道路メンテナンス会議」を活用し、点検修繕等が計画的に実施されるよう必要な支 

援を行うとともに、地域単位での点検業務の一括発注を推進 

 ○「事後保全」から「予防保全」への転換により、長期的な修繕コストを抑制 

地方公共団体職員向け研修状況 トンネルの点検状況 橋梁の点検状況 

■技術支援等の取組 

 ○地方公共団体職員等向けの研修及び点検の質の向上策を実施 
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（３） 道路の防災・震災対策 

     大規模災害時の救急救命活動や復旧支援活動を支えるため、緊急輸送道路の強化や代替性

確保のための高規格幹線道路の整備を推進します。 

また、平成 28 年の相次ぐ台風により被災した道路の災害復旧を推進し、国道 274 号日

勝峠については、平成 29 年秋頃を目標に通行止め解除を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）交通安全対策の推進 

① 生活道路・通学路の安全対策 

ビッグデータを活用した生活道路対策の実施により、通過交通の排除や車両速度の抑制を

図り、歩行者自転車中心の空間へ転換します。 

また、通学路緊急合同点検に基づく歩道整備や防護柵の設置等を引き続き実施するととも

に、継続的な合同点検や効果把握等の計画的な取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ビッグデータを活用した生活道路対策 

■通学路合同点検に基づき対策を立案・実施 

【通学路とヒヤリマップの重ね合わせイメージ】 【車両の走行速度を抑制するためのハンプ設置の例】 

【合同点検の実施】 【対策箇所図の作成】 【歩道未整備区間における歩道設置の例】 

対策前 対策後 

斜面崩落防止対策 

 

橋脚の耐震補強 

国道 274 号日勝峠（千呂露橋） 
 作業用仮橋通行開始状況 

災害時の迅速な支援活動を支える 
高規格幹線道路の整備 
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■現状の課題 ■整備イメージ 

電柱の倒壊による道路閉塞* 

歩行等の支障となる電柱 

景観の阻害 

＊出典：国土交通省 道路局 HP 写真 国道３６号 札幌市豊平区 

② 効果的・効率的な事故対策の推進 

事故データ、地域の声やビッグデータを活用した分析により、事故の危険性が高い区間等

を抽出して重点的な対策を実施する事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）を推進し

ます。また、近年増加傾向にある自動車専用道路の逆走防止対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（５）無電柱化の推進 

道路の防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興の観点か

ら、地域住民や電線管理者等と連携し、無電柱化を推進します。 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備前 

整備後 

■整備済み区間の例 

災害時に強く、より安全に 

整備前 

整備後 

■事故原因に即した効果の高い対策を立案・実施 

■自動車専用道路の逆走防止対策 

急ブレーキ多発箇所を特定 
潜在的事故危険箇所の抽出 

現地で事故原因等を確認 
対策工を立案 

【ビッグデータの活用】 【現地合同点検状況】 【左折車両と直進車両を分離する左折車線設置の例】 

【インターチェンジ本線合流部の対策例】 【自動車専用道路出入口部の対策例】 

対策前 対策後 

 急ブレーキ多発箇所 

  

 

高輝度矢印板  
高輝度矢印板  

大型矢印路面表示  

 
大型矢印路面表示  

  

誘導線 
ラバーポール  
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【 参考 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高規格幹線道路の整備状況

開通延長 進捗率

全　　　国 約14,000km 11,414km （82%）

高速自動車国道※ 11,520km 9,710km （84%）

一般国道自動車専用道路
（本州四国連絡道路を含む）

約2,480km 1,704km （69%）

北　海　道 1,825km 1,103km （60%）

高速自動車国道※ 1,375km 843km （61%）

一般国道自動車専用道路 約450km 260km （58%）

※高速自動車国道には、高速道路に並行する一般国道の自動車専用道路の延長を含む

高規格幹線道路 総延長
平成２８年度末

開通延長 進捗率

全　　　国 約14,000km 11,272km （81%）

高速自動車国道※ 11,520km 9,649km （84%）

一般国道自動車専用道路
（本州四国連絡道路を含む）

約2,480km 1,623km （65%）

北　海　道 1,825km 1,093km （60%）

高速自動車国道※ 1,375km 845km （61%）

一般国道自動車専用道路 約450km 248km （55%）

高規格幹線道路 総延長
平成２７年度末

※高速自動車国道には、高速道路に並行する一般国道の自動車専用道路の延長を含む

道 路 ネ ッ ト ワ ー ク 図 

（平成２９年度開通予定区間） 
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平成29年度の道路調査の見通しについて 

個別路線の事業化に向けて、ルート・構造検討に係る調査等を進めます。 

主な調査箇所は、下記の通りです。 

＜道路調査の流れ＞ 

新
規
事
業
化

都
市
計
画
・環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を

進
め
る
た
め
の
調
査

新
規
事
業
採
択
時
評
価

（計
画
段
階
評
価
を
進
め
る
た
め
の
調
査
）

概
略
ル
ー
ト
・構
造
の
検
討

（都
市
計
画
・環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
準
備
を
行
う
調
査
）

詳
細
ル
ー
ト
・構
造
の
検
討

路
線
の
必
要
性
・効
果
の
調
査

地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
課
題
の
調
査

優
先
区
間
の
絞
り
込
み
調
査

【主な調査箇所】 

 国道５号の創成川通については、札幌都心部と高速道路のアクセス強化に向けた、構
造等の概略的な検討のための調査を実施します。 
 

 その他の未整備区間についても、当該地域の交通状況、社会経済状況や道路網の課
題等を調査し、優先区間の検討や地域の道路網の中での必要性・整備効果の整理等を
ます。 
  
 また、渋滞、交通安全など、地域における道路交通に関する課題、サービスレベルを把
握するためのデータ収集・分析等を行うとともに、路線の必要性、緊急性、妥当性に関す
る基礎的な調査を実施します。 

概略ルート・構造の検討（計画段階評価を進めるための調査） 

北海道横断自動車道   端野～高野 

北海道横断自動車道   尾幌～糸魚沢 
おぼろ             いといざわ 

たんの            たかの 

そう  せい  がわ  どおり 
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平成２９年度（部分開通予定） 

日高自動車道 日
ひ

高門別
だかもんべつ

～日高
ひ だ か

厚賀
あ つ が

 

                                （直轄） 

１．概 要 

日高自動車道は、苫小牧市を起点とし、厚真町、むかわ町、日高町、新冠町、新ひだか町を経由し

て浦河町に至る延長約１２０ｋｍの自動車専用道路です。 

このうち門別厚賀道路は、高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地

域間交流の活性化及び、国際拠点港湾苫小牧港、拠点空港新千歳空港等への物流効率化等の支援を目

的とした、日高富川インターチェンジから日高厚賀インターチェンジに至る延長20.0kmの事業です。 

平成 2９年度は、日高門別 IC～日高厚賀 IC の開通に向けた工事を重点的に進めます。 

 

２．計画内容 

箇    所    名：北海道北海道沙流
さ る

郡日高
ひ だ か

町
ちょう

字平賀
ひ ら が

～北海道沙流
さ る

郡日高
ひ だ か

町
ちょう

字美原
み は ら

 

延        長：Ｌ＝２０．０ｋｍ 

平成２９年度開通予定：Ｌ＝１４．２ｋｍ（日高門別IC～日高厚賀IC） 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：軽種馬統計

【軽種馬生産頭数の割合(H27年) 】

【軽種馬輸送割合】

道 内：約３割

関東方面：約４割

関西方面：約３割

美浦トレーニングセンター

日高

79.2%

胆振

18.3%

十勝, 0.3%

都府県

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日高町

23.2%

新冠町

20.5%

新ひだか町

29.2%

浦河町

22.6%

様似町, 1.5% えりも町,0.2%

平取町

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全
国

日
高
振
興
局

日高
約８割

６町で5,278頭

IC

日
高
厚
賀

■高速ネットワークの形成 

主要都市である札幌市や苫小牧市と日高地域のネットワークが強化され、物流の効率化が期待されます。 

資料：軽種馬統計、北海道競走馬輸送協同組合ヒアリング 

 

▼ 軽種馬・花卉・いちごの輸送状況 

▼ 花卉・いちごの生産量 ▼新ひだか町～苫小牧市間の所要時間の変化 

全線 
未整備 

現在 

（日高門別 

IC利用） 

当該路線 

整備 

新ひだ

か町

1,433a

46.7%

浦河町

220a

7.2%

月形町

418a

13.6%

当別町

241a

7.9%

滝川市

162a

5.3%

美幌町

138a

4.5%

その他道内

458a

14.9%

北海道

デルフィニウム

作付面積

3,070ｱｰﾙ

【デルフィニウムの作付面積（H26年）】

資料：北海道フラワーガイド（H28.2）

全道１位

安定性の高い輸送ルートの 

確保により輸送中の怪我の 

発生リスクやストレスが軽減 

門門別別厚厚賀賀道道路路  
LL==2200..00kkmm  

日日高高門門別別 IICC～～  

日日高高厚厚賀賀 IICC  

HH2299 年年度度開開通通予予定定  

LL==1144..22kkmm  

９分短縮
資料：Ｈ２２センサス（夏期） 

冬期は、夏期と冬期の平均旅行速度から低減率を算出し算定 

【デルフィニウムの作付面積（H26年）】

39.3 
53.3 

49.1 
66.1 

77.5 
80.3 

73.0 
76.7 

90.7 
101.8

116.8

147.1
153.4

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27

（トン）

（年度）

新規就農や選果場の
整備等により、出荷

量は3.9倍に増加

資料：JAひだか東ヒアリング

【浦河町のいちご出荷量の推移】

新ひだ

か町

1,433a

46.7%

浦河町

220a

7.2%

月形町

418a

13.6%

当別町

241a

7.9%

滝川市

162a

5.3%

美幌町

138a

4.5%

その他道内

458a

14.9%

北海道

デルフィニウム

作付面積

3,070ｱｰﾙ

資料：北海道フラワーガイド（H28.2）

全道１位

【軽種馬生産頭数の割合(H27年) 】

日高

79.2%

胆振

18.3%

十勝, 0.3%

都府県

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日高町

23.2%

新冠町

20.5%

新ひだか町

29.2%

浦河町

22.6%

様似町, 1.5% えりも町,0.2%

平取町

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全
国

日
高
振
興
局

日高
約８割

６町で5,278頭

566
663

690
671

751
859 861 924 962

1,067
1,14849.7 

57.4 59.0 

49.2 49.4 
54.5 55.2 

58.5 
63.3 

70.5 

84.1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

実人数 売上金額

（億円）（人）

資料：日高軽種馬農協

売上額 1.7倍

ﾊﾞｲﾔｰ数 約２倍

【北海道市場における購買登録者数
(バイヤー)と売上額の推移】

資料：北海道軽種馬輸送事業協同組合【軽種馬輸送割合】

道 内：約３割

関東方面：約４割

関西方面：約３割

▼ 軽種馬の生産頭数 

《いちご》 
東京 
９割 

《デルフィニウム》 
関東・関西 
７割 

美浦トレーニングセンター等への輸送 
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平成２９年度（部分開通予定） 

北海道横断自動車道 足寄
あしょろ

～北見
き た み

 

                                （直轄） 

１．概 要 

北海道横断自動車道は、黒松内町を起点とし、小樽市、札幌市、夕張市、清水町、本別町等を経由

して根室市・網走市へ至る延長約６９４ｋｍの高速自動車国道です。 

このうち足寄～北見は、足寄ＩＣから北見西ＩＣに至る延長７９ｋｍの事業であり、高速ネットワ

ークの拡充によるオホーツク圏と道央・十勝圏の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化、及び

国際拠点港湾苫小牧港、新千歳空港等への物流の効率化等の支援を目的とした道路です。 

平成 2９年度は、陸別町小利別～訓子府 IC の開通に向けた工事を重点的に進めます。 

 

２．計画内容 

箇    所    名：北海道中川
なかがわ

郡本別町
ほんべつちょう

西仙
にしせん

美
び

里
り

～北海道北見
き た み

市北上
きたかみ

 
延        長：Ｌ＝７９．０ｋｍ 

平成２９年度開通予定：Ｌ＝１６．０ｋｍ（陸別町小利別～訓子府ＩＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：オホーツク管内 JA 

横断道等を利用し、 

苫小牧港へ出荷 

たまねぎ  51.1 千 t/年 

ばれいしょ 20.9 千 t/年 

横断道等を利用し、 

十勝港へ出荷 

ばれいしょ 119.4千 t/年 

H27 作物統計 

ヒアリング（H27 実績値） 

■高速ネットワークの形成 

オホーツク圏と十勝圏のネットワークが強化され、物流や観光のアクセス向上が期待されます。 

（十勝オホーツク自動車道） 

資料：消防署ヒアリング 

▼ ばれいしょ・たまねぎの主な輸送ルート 

▼ばれいしょ・たまねぎのオホーツクシェア 

資料：H27 作物統計 

▼北見市～帯広市間の所要時間の変化 

全線未整備

現状

（訓子府IC－北見西IC 利用）

全線整備後

（足寄IC～北見西利用）

２時間２６分

２時間２１分

２時間１４分

５分短縮

１２分短縮

夏期
全線未整備

現状

（訓子府IC－北見西IC 利用）

全線整備後

（足寄IC～北見西利用）

２時間５２分

２時間４５分

２時間２４分

７分短縮

２８分短縮

冬期

資料：H22 年道路交通センサス(夏期)  

H17 年道路交通センサス(冬期)  

並行する国道 242 号には 

●線形不良箇所：17 箇所 

38%29%

27%50%

35%
21%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

たまねぎばれいしょ

オホーツク圏 その他道内

道外

資料：旅行代理店、バス事業者ヒアリング（H28） 

▼オホーツク⇔十勝の観光メニューの多様化を後押し 
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Ｎ

対象区間
延長4 .8km

樽前山

（
終
）
北
海
道
白
老
郡
白
老
町
社
台

（
起
）
北
海
道
苫
小
牧
市
樽
前

ほ
っ
か
い
ど
う
と
ま
こ
ま
い

た
る
ま
え

ほ
っ
か
い
ど
う
し
ら
お
い

し
ら
お
い
ち
ょ
う
し
ゃ
だ
い

民族共生象徴空間
(H32開設予定)

一般国道36号
白老拡幅

21,621

23,354
24,263

25,338

27,703

35%

40%

45%

15,000

20,000

25,000

30,000

H22 H23 H24 H25 H26

（億円）
増加傾向

（道内シェ ア）

19,500
20,100

22,900

10

30

50

15,000

20,000

25,000

平常期 夏期休日 大型連休

（日交通量：台/日） （平均旅行速度：㎞/h）

（4月～11月） （7月～9月） （GW・お盆・SW）

22

36

44 大型連休に
は交通量が

増加し渋滞
が発生

苫小牧
52%

室蘭
12%

函館
16%

釧路
7%

小樽
5% その他

8%

道内港湾

取扱貨物量

204,516千㌧

紙製品製造

室
蘭
港

苫
小
牧
港

工場、工業団地

自動車部品製造自動車鋼材製造

鉄鉱石輸入

燃料製造

原油輸入

自動車部品移出

木材チップ輸入 紙製品移輸出

Ｎ

工場、工業団地

白老拡幅

H30 室蘭～宮古間
定期フェリー航路開設 苫小牧市

室蘭 市 登 別市

白 老 町

36 混雑度2.17
混雑度1.40

混雑度1.69

平成２９年度（新規） 

一般国道３６号 白老
しらおい

拡幅 

                                （直轄） 

１．概 要 

一般国道３６号は、札幌市を起点として、恵庭市、千歳市、苫小牧市、白老町、登別市等を経由

し、室蘭市に至る延長約１３４ｋｍの主要幹線道路です。 

このうち白老拡幅は、観光期渋滞の解消により地域振興に貢献するとともに、アイヌ文化の復興

等の拠点へのアクセス改善や、国際拠点港湾間の連結強化、円滑で安全な物流の確保による企業活

動の支援を目的とした延長４．８km の４車線拡幅事業です。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：北海道苫小牧
とまこまい

市樽前
たるまえ

～北海道白老
しらおい

郡白老町
しらおいちょう

社
しゃ

台
だい

 

延     長：Ｌ＝４．８ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４車線に挟まれたボトルネックの解消により国際拠点港湾間の連結強化を図り、円滑で安全な物流
ルートの確保により企業活動を支援します。 

観光期渋滞の解消により道内観光の拠点である新千歳空港や札幌からの所要時間を短縮するととも

に、「民族共生象徴空間」へのアクセス道路整備により、アイヌ文化の復興等の拠点へのアクセスを

改善します。 

■観光期渋滞の解消により地域振興に貢献 

■国際拠点港湾間の連結強化、円滑で安全な物流ルートの確保 

資料：H27 室蘭開発建設部調交通量、 
H27 プローブデータ 

写真 1：観光期の渋滞状況 

▼ 国際拠点港湾間における北海道最大の物流隘路 ▼ 道内港湾取扱貨物量の
約６割を占める苫小牧
港と室蘭港 

▼ 沿線自治体(苫小牧市、白老
町、登別市、室蘭市)の工業
製品出荷額が増加傾向で、
道内シェアは約４割 

資料：北海道港湾統計年報（H27） 資料：北海道工業統計調査 

道内取扱貨物量
の約６割

苫小牧港～室蘭港間における主な物流がボトルネック区間を通過 

４車線に挟まれた２車線区間
旅行速度が約２割低下

▼ 休日や大型連休には交通量が増加し、旅行
速度が低下 

写真 1：観光期の渋滞状況 
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「追突注意」

路面標示

減速路面標示

「追突注意」

路面標示

「追突注意」

路面標示

滑り止め・カラー舗装（左折車線）

減速路面標示

滑り止め舗装

右折車線

滑り止め舗装

滑り止め・

カラー舗装（右折車線）

左折車線

路肩拡幅+擁壁工

平成２９年度（新規） 

北海道２３０号交差点改良等（豊平峡
ほうへいきょう

交差点改良事業） 

                                （直轄） 

１．概 要 

当該箇所は、国道２３０号と市道が交わる交差点で、交差点間隔が長いため速度が高くなりやすく、

右折車線もないため回避が間に合わずに追突する事故が発生していることから、事故危険区間（事故

多発）に選定されています。 

本事業は、右折車線設置及び滑り止め・カラー舗装、路面標示等の交差点改良を行うことで、事故

の発生を防止するとともに、円滑な走行及び安全・安心な通行の確保を図るものです。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：北海道札幌
さっぽろ

市南
みなみ

区定山渓
じょうざんけい

 

事  業  量：１箇所 

 

 

 

 

 

 

▼ 整備前（現在の状況） 
【現況断面図】 

▼ 平面図 

【計画断面図】 

至 喜茂別町 

至 喜茂別町 

至 札幌市街地 

至 札幌市街地 

当該箇所 
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平成２９年度（新規） 

一般国道２３３号 深川
ふかがわ

電線共同溝 

                                （直轄） 

１．概 要 

北海道２３３号電線共同溝（深川電線共同溝）は、深川市中心市街地の商業地域に位置するととも

に、当該地域は、賑わいのある「まちなか」づくりを目指す「深川市都市計画マスタープラン」にお

いて、「中心市街地再生プロジェクト」ゾーンに位置付けられ、界隈性の高い景観形成を創出します。 

また、深川市バリアフリー基本構想において、都市機能の増進や電線の地中化等を促進する「重点

整備地区」にも指定されております。 

さらに、国道２３３号は北海道緊急輸送道路ネットワーク計画において、｢第１次緊急輸送道路｣に

指定されていることから、電線共同溝を整備し無電柱化することで、安全で快適な通行空間の確保及

び地震時における緊急輸送道路の確保を図るとともに、良好な都市景観の形成や観光振興に向けたま

ちづくりに寄与します。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：北海道深川
ふかがわ

市４条８番～北海道深川
ふかがわ

市３条１２番 
延     長：Ｌ＝０．９ｋｍ  

効果１  都市防災の強化    

・電線共同溝の整備により、災害時の電柱倒壊等による交通障害を防ぎ、第１次緊急  

輸送道路における防災拠点（地域災害拠点病院等）間の経路を確保します。  

 

効果２  中心市街地の活性化   

・電線共同溝の整備により、中心市街地における面的な整備が促進され、賑わいのあ

る「まちなか」を創出する安全で快適な歩行空間が確保されることにより、魅力あ

る都市景観の形成が図られ、中心市街地の活性化に寄与します。  

【整備前】             【整備後イメージ】  

 

 

 

 

 

 

 

３

３

深川電線共同溝

Ｈ２９調査設計

Ｌ＝０．９ｋｍ（Ｌ・Ｒ）

当該箇所

凡 例

計画中区間（直轄国道）

計画中区間（自治体）

整備済区間（北海道）

中心市街地再生プロジェクトゾーン

バリアフリー重点整備地区

ＤＩＤ地区

商業地域

近隣商業地域

地域災害拠点病院

防災拠点・避難場所

当該地域の沿道状況

当該地域の沿道状況

景観を阻害する電線類
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 ３．港湾整備事業   

 

１ 世界に目を向けた産業の振興 

 

（１）農林水産業・食関連産業の振興 

農水産物の輸出増加に対応するため、地域の関係者が連携して農水産物の輸出に戦略的に取り組む

港湾において、農水産物の輸出力強化に資する港湾施設の整備を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）世界水準の観光地の形成 

急増するクルーズ需要やクルーズ船の大型化に対応するため、既存岸壁を活用して大型クルーズ船

を受け入れるため、係船柱及び防舷材等の整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型クルーズ船に対応した係船柱及び防舷材の整備 

係船柱整備による大型クルーズ船のより安全な係留 

（イメージ） 

係船柱 

防舷材 

屋根付き岸壁 小口貨物積替デポ※ リーファーコンテナ用電源供給施設※ 

水産業を支える港湾における 

施設整備の推進 

輸出港湾における 

農水産物の輸出機能の強化 農
水
産
物
の
海
外
輸
出 

※港湾機能高度化施設整備費補助 
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 （３）地域の強みを活かした産業の育成 

穀物（飼料原料）の安定的かつ安価な輸送を実現することを目的として、我が国を代表する酪農

地帯を背後に抱える釧路港において、大型船舶による穀物の大量一括輸送による物流の効率化を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 強靱で持続可能な国土の形成 

 

港湾施設の老朽化対策 

既存港湾施設の老朽化が進む中、将来にわたりその機能を発揮できるよう予防保全的な維持管理の

考え方を踏まえつつ、国民の命と暮らしを守るため、計画的、総合的に港湾施設の老朽化対策を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型船舶に対応した国際バルク戦略港湾の整備（釧路港） 

老朽化が著しい港湾施設（左は稚内港北防波堤ドーム、右は室蘭港防波堤） 

※港湾機能高度化施設整備費補助 

岸壁(水深14m)(直轄)

荷役機械(補助)※

完成イメージ
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３ 北海道型地域構造の保持・形成に向けた定住・交流環境の維持増進 

 

 離島交通の安定的確保 

離島における島民生活や本土・離島間の物流機能の安定化を図るため、離島及び本土側の港湾整備

を推進します。 

 

 

 

 

 

老朽化により立入制限されているフェリー岸壁(沓形港) 荒天時の越波等による港内擾乱(香深港) 
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平成２９年度（継続） 

釧路港国際物流ターミナル整備事業 

                                （直轄） 

 

 

１．概  要 

穀物（飼料原料）の安定的かつ安価な輸送を実現することを目的として、我が国を代表する酪農

地帯を背後に抱える釧路港において、大型船舶による穀物の大量一括輸送を可能とする水深１４ｍ

の国際物流ターミナルの整備を行います。  

 

 

２．計画内容 

平成２９年度整備施設：岸壁(水深１４ｍ)、航路・泊地(水深１４ｍ) 

全体事業費：１８２億円（うち直轄 １４２億円） 

事業予定期間：平成２６年度 ～ 平成２９年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

西港区第 2埠頭地区 

 

国際物流ターミナル 

【位置図】 

釧路港 

撮影：平成 29 年 2 月 16 日 

岸壁（水深１４ｍ）整備状況 
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平成２９年度（継続） 

 

既存ストックを活用したクルーズ船の受入環境の整備 

（予防保全事業） 
                                （直轄） 

 

 

１．概  要 

急増するクルーズ需要やクルーズ船の大型化に対応するため、既存岸壁を活用して大型クルーズ船

を受け入れるため、函館港、小樽港及び稚内港において、係船柱及び防舷材等の整備を推進します。 

 

 

２．計画内容 

  函館港 

平成２９年度整備施設：岸壁(水深１０ｍ)(改良) 

全体事業費：４１億円 

事業予定期間：平成２８年度 ～ 平成３０年代前半 

小樽港 

平成２９年度整備施設：岸壁(水深１０ｍ)(改良) 

全体事業費：４０億円 

事業予定期間：平成２６年度 ～ 平成３０年代前半 

稚内港 

平成２９年度整備施設：岸壁(水深１２ｍ)(東)(改良) 

全体事業費：１７億円 

事業予定期間：平成２８年度 ～ 平成３０年代前半 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大型クルーズ船に対応した係船柱及び防舷材の整備 係船柱整備による大型クルーズ船の 

より安全な係留（イメージ） 

係船柱

防舷材
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 ４．空港整備事業   

 

１ 世界水準の観光地の形成   

 

   外国人旅行者の受入環境整備 

近年、東アジアを中心とする国際線航空便と旅客数の急激

な増加により、新千歳空港は国際線駐機場の飽和や誘導路

の混雑による遅延が発生しています。 

混雑の解消と今後もさらなる増加が見込まれる国際線需

要に対応し、観光先進国の実現に寄与するため、国際線タ

ーミナル地域を拡張し訪日外国人旅行者の受入環境の整備

を行います。 

［新千歳空港］ 

 

 

２ 強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な社会基盤の形成 

 

（１）空港施設の老朽化対策 

航空機の安全かつ安定した運航を確保するため、滑走路

や誘導路の計画的な老朽化対策を行います。 

［新千歳空港、函館空港、釧路空港、稚内空港］ 

 

 

 

（２）滑走路端安全区域（RESA）の整備 

航空機が滑走路を飛び出したとき、または滑走路

の手前に着陸してしまったとき、乗客と航空機に甚

大な被害が発生します。  

これらの事態が発生した際、人命の安全を図り機体

の損傷を軽減させるため、滑走路端安全区域（RESA

）の拡張を行います。  

［函館空港、稚内空港］ 

 

 

（３）空港施設の耐震対策 

大規模地震発生時の緊急物資等輸送拠点機能の確保、航空

ネットワークを維持するため空港施設の耐震対策を推進しま

す。 

［新千歳空港］ 

 

誘導路舗装の劣化状況 

函渠耐震対策施工状況 

航空機の離陸状況（RESA拡張前） 

国際線エプロン混雑状況 
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平成２９年度（継続） 

新千歳空港国際線ターミナル地域再編事業 

                                       （直轄） 

 

１．概 要 

近年、東アジアを中心とする国際線航空便と旅客数の急激な増加により、新千歳空港は国際線駐機

場の飽和や誘導路の混雑による遅延が発生しています。 

混雑の解消と今後もさらなる増加が見込まれる国際線需要に対応し、観光先進国の実現に寄与する

ため、国際線ターミナル地域を拡張し訪日外国人旅行者の受入環境の整備を行います。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：新千歳空港 

整 備 内 容：新千歳空港国際線ターミナル地域再編事業 

事業予定期間 ：平成２８年度～平成３１年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備イメージ図  

 

①  国際線エプロンの増設  

（空港ターミナルビル増設と連携し、ローディングエプロンを増設）  

②  誘導路新設  

（国内線誘導路の混雑緩和、国際線地上走行距離の短縮※最大 1.5km短縮）  

③  地上支援車両 (GSE)置場の新設  

（地上支援車両増大への対応）  

 

①  ② 
③  
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T2誘導路 T3誘導路

T5誘導路 CAB提供資料

T3誘導路

ブリスタリング跡

グルービング変形

平成２９年度（継続） 

空港施設の老朽化対策 

                                       （直轄） 

 

１．概 要 

滑走路や誘導路の舗装は、航空機の離着陸による熱や衝撃に加え冬期の凍結・融解によるダメージ

の蓄積により、劣化が進行しやすい環境下にあります。 

舗装の老朽化が進行し破損が発生した場合、空港が閉鎖するばかりではなく航空機の重大な事故に

繋がるおそれがあるので、航空機の安全かつ安定した運航を確保するため、滑走路や誘導路の計画的

な老朽化対策を行います。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：新千歳空港、函館空港、釧路空港、稚内空港 

整 備 内 容：空港施設の老朽化対策事業 

事業予定期間 ：－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舗装の損傷は表面で確認できるひび割れ（クラック）のほか、表面からは判断が難し

い層間剥離等多岐にわたり発生します。また、滑走路や誘導路の舗装は広大な面積であ

ることから、損傷の状態等を調査し適切な時期の実施となるよう、計画的に対策工事を

行っています。  

 

 

左工事は航空機の運航に支障のない深夜から翌朝

にかけて行います。  

始発便運航までには航空機が走行可能な状態にす

る必要があるため、日々細心の注意を払い作業を行っ

ています。  

       

舗装の損傷（クラック） 

平成 2８年度整備箇所 

舗装の損傷（舗装の浮き上がり） 舗装の損傷（層間剥離） 

舗装の浮き上がり(ブリスタリング) 

舗装の打ち換え状況  

※写真は光源位置の工夫により見えやす
くしたもので、凸部が損傷箇所 

※滑走路のアスファルトをコア 
抜きしたもの 

←剥離部 
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平成２９年度（継続） 

滑走路端安全区域用地造成事業 

                                       （直轄） 

 

１．概 要 

 航空機が滑走路を飛び出したとき、または滑走路の手前に着陸してしまったとき、乗

客と航空機に甚大な被害が発生します。  

 これらの事態が発生した際、人命の安全を図り機体の損傷を軽減させるため、国際基準に

則り滑走路端安全区域（RESA）の拡張を行います。  

 

２．計画内容 

箇  所  名：函館空港、稚内空港 

整 備 内 容：滑走路端安全区域用地造成事業 

事業予定期間 ：平成２７年度～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滑走路端安全区域の概念図 

 

●函館空港の整備箇所 

整備箇所 

●稚内空港の整備箇所 

整備箇所 
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 ５．農業農村整備事業  

 

１ 世界に目を向けた産業の振興 

（１）農林水産業・食関連産業の振興 

① 農地の整備 

地域の農業振興のため、ほ場の大区画化、暗渠排水等の

   農地整備や担い手への農地集積により、生産コストの低減

   や農業の高付加価値化を図ります。 

   （国営（緊急）農地再編整備事業） 

 

   ② 農業水利施設等の保全・更新 

農業水利施設等の計画的な保全・更新により、農業の生

   産力の確保を図ります。 

（国営かんがい排水事業、国営総合農地防災事業） 

 

２ 強靱で持続可能な国土の形成 

（１）恵み豊かな自然と共生する持続可能な地域社会の形成 

自然環境と調和した生産性の高い農業の実現等を目指し  

ます。             

   （国営環境保全型かんがい排水事業、国営総合農地防災事 

業） 

 

（２）強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な社会基盤の形成 

  農村地域の防災・減災対策を推進します。 

   （国営かんがい排水事業、国営総合農地防災事業） 

 

    

    

 

     

 

 

 
担い手への農地集積の促進と地域農業 

の振興を図る国営農地再編整備事業の 

推進 

 

農地の排水整備と湿地の環境保全の両

立を図る国営総合農地防災事業の推進 

農業水利施設等の計画的な保全・更新

を行う国営かんがい排水事業の推進 
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平成２９年度（新規）  

国営かんがい排水事業 芽室
め む ろ

川西
かわにし

（一期）地区 

（直轄）  

 

 １．概  要 

水需要の変化に対応した用水再編により新たに畑地かんがい用水を確保するとと

もに、用水路やダムの整備を行い、農業用水の安定供給と維持管理の軽減を図り、農

業生産性の向上及び農業経営の安定化を促進します。  

 

 

２．計画内容   

    関 係 市 町 村：帯広市、河西郡芽室町  

    受 益 面 積：２０，６２３ha 

    主 要 工 事：ダム（改修）１箇所、用水路（新設）１９．４km 

 

 【地区の      題】     【地区の課題】  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業実施により期待される効果】 

 

 

 

地域で作付される作物 

(ながいも ) 

○畑地かんがい用水の確保と農業用水の安定供給による農業生産性の維持・向上。  

地域で作付される作物 

（たまねぎ） 

○ながいも、たまねぎをはじめとした野菜等の  

生産に向けて畑地かんがい用水の確保が必要。  

 

 

  芽室川西（一期）地区  

畑地への散水 

(イメージ ) 

用水路の整備 

(イメージ ) 
農産物のブランド化や 

輸出の促進 
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○ほ場の大区画化や暗渠排水等を整備するとと

もに、農作業請負体制の取組拡大（機能強化）

を進めることで、ほ場作業を効率化し労働負荷

を軽減。  

 

○東神楽産野菜の生産拡大を実現するとともに、 

病院・福祉施設等への「冷凍カット野菜」の  

供給拡大を図り、農業所得を増大。  

平成２９年度（新規）  

国営緊急農地再編整備事業  旭東東神楽
きょくとうひがしかぐら

地区 

（直轄）  

 

 １．概  要 

区画整理を施行し、耕作放棄地を含めた農地の土地利用を計画的に再編し、さらに、

担い手への農地の利用集積を進めることにより、緊急的に生産性の向上と耕作放棄地

の解消・発生防止により優良農地を確保し、農業の振興と地域の活性化を図ります。  

 

２．計画内容   

    関 係 市 町 村：上川郡東神楽町  

    受 益 面 積：１，５３５ha 

    主 要 工 事：区画整理（田）１，４８２ha、区画整理（畑）５３ha 

 

 【地区の      題】【地区の課題】  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業実施により期待される効果】  

 

 

  旭東東神楽地区 

耕作放棄地(H27)：1.0ha 

耕作放棄地となるおそれが 

ある農地(H27)：210ha 

○農家戸数の減少と高齢化によ

り労働力が不足し、東神楽産農

産物の安定生産が困難となる

おそれ。  

 

○ほ場が小区画で排水不良等が

生じ、作業性が悪いこともあ

り、離農跡地の継承が困難なた

め、耕作放棄地の増加が懸念。 

41%

48%

54%

58%

66%

15%

15%

13%

15%

12%

44%

37%

33%

27%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H22

H17

H12

H7

H2

東神楽町 年齢別農業従事者割合の推移

59歳以下

60～64歳

65歳以上

出典：農林業センサス

60歳以上の割合が

倍増（H2/H22）

東神楽町 年齢別農業従事者割合の推移

0.5ha 未満のほ場が地区の 9割

以上を占め、かつ、排水不良や

石礫過多により、作業性が悪い 

0.5ha 未満の小区画  
ほ場が 9 割を占める  

2.2ha の大区画ほ場  

現況イメージ図  計画イメージ図  
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平成２９年度（新規）  

国営総合農地防災事業 雨
う

竜川
りゅうがわ

下流
かりゅう

地区 

（直轄）  

 

 １．概  要 

八丁目頭首工等の改修を行い、農作物、農用地等の広域的な災害を未然に防止し、

農業生産の維持及び農業経営の安定を図り、もって国土の保全を図ります。  

 

２．計画内容   

    関 係 市 町 村：雨竜郡妹背牛町、雨竜郡秩父別町  

    受 益 面 積：８２９ha 

    主 要 工 事：頭首工（改修）１箇所、揚水機（改修）１箇所、  

           導水路（改修）２．５km 

 

 【地区の      題】   【地区の課題】  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業実施により期待される効果】 

 

 

 

○八丁目頭首工等の改修を行い、

農業生産を維持するとともに

広域的な災害を未然に防止。  

【河床洗掘により 

浸透路長の不足】 

・河床洗掘により、下流側

護床工が低下し、浸透路

長が不足。   

・浸透路長の不足に伴うパ

イピングによる固定堰転

倒の懸念。   

 

○河床洗掘による頭首工の安全性低下。  

 

○八丁目頭首工の用水供給の停止、広域的な災害の  

おそれ。  
  雨竜川下流地区 

頭首工等 
の改修 

農業生産 
の維持 

護床工低下 2.7m 程度  

【固定堰の転倒に伴い、

洪水時に河川堤防が 

破堤、洪水】 

用水供給の停止に加え、

河川堤防が破堤した場

合、広域的な被害が発生

するおそれ。 

○農業生産の維持  ○農業経営の安定化  

○広域的な災害の未然防止  

（被害想定面積 1,311ha）  

【現況】 【他地区事例】  【米の収穫状況】  

断面阻害による水位上昇  
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６．水産基盤整備事業  

 北海道の水産業は、全国の生産量の約

１／４、生産額の約１／５を占め、我が

国の水産物の安定供給に大きく貢献して

います。その中でも第３種及び第４種漁

港は、水産物の生産・流通拠点として広

域的に利用されるなど、極めて重要な役

割を担っています。 

このことを踏まえ、平成２９年度は、

「国産水産物の衛生管理や安定供給のた

めの基盤強化対策」、「災害に強い漁業

地域づくりのための漁港施設の防災・減

災対策」を重点的に推進します。 

 

 

１ 農林水産業・食関連産業の振興 

国産水産物の衛生管理や安定供給のための基盤強化対策 

 安全・安心な水産物の安定供給はもとより、水産物の輸出促進を図るため、漁港におけ

る衛生管理対策や流通機能の高度化・効率化に資する施設整備を推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な社会基盤の形成 

災害に強い漁業地域づくりのための漁港施設の防災・減災対策 

 北海道周辺では大規模地震の発生が懸念されているほか、冬期風浪等による越波などにより安

全な漁業活動が確保されていない状況にあります。このため、大規模災害発生時における水産物

流通機能や漁港利用者の安全確保などの地震・津波対策、冬期風浪時における漁船等の安全対策

を推進します。 

 また、利用者の安全、水産物の品質及び流通の確保に支障が生じないよう、漁港施設の長寿命

化対策を推進します。 

 

 

北海道第３種及び第４種漁港位置図 

東日本大震災の津波による漁船被害 

（大津漁港） 

防波堤からの越波状況 

（江良漁港） 

北海道第３種及び第４種漁港

東浦抜海

遠別 元稲府

サロマ湖 ウトロ

羅臼

歯舞

大島

庶野

大津

苫前

美国
古平

寿都

久遠

青苗

江良

福島

臼尻

砂原 追直
登別

三石

落石

仙法志

礼文西

雄冬

余別

須築

熊石

小島

函館

能取

厚岸

山背泊
様似

神威脇

第3種漁港 18漁港

第4種漁港 20漁港

合計 38漁港

清浄海水による魚体・施設の洗浄 ＥＵ輸出に対応した屋根付き岸壁における 

ホタテガイ陸揚げイメージ 

老朽化が著しい岸壁 

（庶野漁港） 
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厚岸漁港 

 

 

 

 

 

１．概要 

厚岸漁港は、北海道東部の太平洋沿岸に位置し、道内外のサンマ棒受網、

サケ・マス流し網、イカ釣りなどの沖合漁業及びコンブ、カキ・アサリ等の

沿岸・養殖漁業の流通拠点として重要な役割を担っています。 

当漁港では、野天での陸揚げ・荷さばき作業を余儀なくされているとと

もに、背後用地が狭隘であることから危険かつ非効率な作業を強いられてい

ます。 

このことから、水産物の衛生管理対策の強化、漁港内の混雑解消を図る

ため、屋根付き岸壁や人工地盤を中心とした湖南地区の整備を推進します。 

 

２．計画内容 

計画箇所：厚岸地区（厚岸町） 

主要計画施設：－５．５ｍ岸壁(改良)(湖南)４２９ｍ、－４．５ｍ岸壁(改良)(湖南)１５６ｍ、 

用地(人工地盤)(湖南)１，９００㎡ 

全体事業費：１４９億円 

事業予定期間：平成２５年度～平成３４年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多層係留による混雑状況 野天での陸揚げ作業 

平成２９年度（継続） 

厚岸
あっけし

地区 特定漁港漁場整備事業 
（直轄） 

屋根付き岸壁整備イメージ 野天でのサンマ陸揚げ状況 狭隘な陸揚げ岸壁の背後用地 

湖北地区 

屋根付き岸壁 

※衛生管理対策 

湖南地区 

陸揚機能 
のシフト 

用地（人工地盤） 

※用地不足の解消、 

一時避難場所の確保 

波除堤 

※港内の静穏度確保 

泊地 

※漁船利用水深確保 

整備前 整備前 整備後 
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７．官庁営繕事業

１ 防災拠点となる官庁施設の防災機能の強化等

（１）地域と連携した防災拠点となる

官庁施設の整備の推進

地方公共団体をはじめとする様々な関係者と

の連携の下、大規模災害の発生に備え、防災拠

点となる官庁施設の整備を推進します。これに

より、災害に強い地域づくりを支援するととも

に、新たなまちづくり空間やにぎわいの創出等

、地域の活性化に積極的に貢献します。

（２）官庁施設の耐震化の推進

災害応急対策活動の拠点としての所要の耐震

性能を満たしていない官庁施設について、人命

の安全の確保と防災機能の強化を図るため、官

庁施設の耐震化を推進します。

（３）官庁施設の天井対策の推進

東日本大震災においては、大規模空間を有す

る建築物において天井が脱落した事案が多数発

生したことから、新たな技術基準に適合させる

ため、大規模空間を有する官庁施設の天井につ

いて、地震時の天井耐震対策を推進します。

（４）官庁施設の津波対策の推進

防災拠点としての機能維持と行政機能の早期

回復を図るため、官庁施設における津波対策を

総合的かつ効果的に推進します。

２ 官庁施設の老朽化対策

（１）官庁施設の長寿命化

既存官庁施設をより長く安全に利用し、トー

タルコストの縮減等を実現するため、ハード対

策、ソフト対策の両面から、官庁施設の長寿命

化を図ります。

（２）既存官庁施設の危険箇所、

経年劣化が著しい部位等の解消

既存官庁施設において、来訪者等の安全の確

保と行政サービスの円滑な提供に最低限必要な

施設の性能を確保するため、危険な箇所、経年

劣化が著しい部位等について、緊急的な改修を

実施します。

官庁施設における津波対策（イメージ図）

帯広第2地方合同庁舎 完成イメージ図

北見地方合同庁舎 耐震改修イメージ

津波被害を受ける既存庁舎

旧浦河測候所

旧浦河測候所の大規模リニューアルを行い、津波

被害を受けていた海上保安署を高台移転
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（参考）アイヌ文化の振興 

  

 アイヌの歴史、文化等に関する国民各層の幅広い理解を促進するとともに、将来へ向

けたアイヌ文化の継承及び新たなアイヌ文化の創造発展を図るため、アイヌ文化の復興

等のナショナルセンターとなる「民族共生象徴空間」が北海道白老郡白老町に整備され

ます。  

「民族共生象徴空間」は、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に合

わせて一般公開することから、100 万人の来場者実現に向けて、国立民族共生公園及び

慰霊施設の整備を進めます。  
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 （参考）北海道開発計画調査 

 北海道総合開発計画の企画、立案及び推進に必要な調査について、平成２９年度は、「観光」、「食」

及び「北海道型地域構造の保持・形成」分野等における課題の解決方策の検討を重点的に実施します。 

 

 

１ 北海道ドライブ観光促進社会実験 

  地域的、季節的に偏在している旅行需要の平準化

を図るため、外国人旅行者に地方部/閑散期の魅力

的な観光資源の情報や観光施設等の特典情報をス

マートフォンの「アプリ」により提供することで、

地方部への誘導を促すほか、立ち寄りスポットや移

動経路等を明らかにし、今後の観光施策に役立てま

す。  

 

 

 

 

 

２ ｢食｣の総合拠点づくり 

北海道外等からの食品産業を誘致し、地域の雇用

創出、地域経済の活性化を図るため、食品の原料生

産を担う第１次産業と加工を担う食品産業等の連携

による「食」の総合拠点づくりを北海道各地で展開

するための取組推進に向けた検討を行います。 

   

 

 

 

 

 

 

３ 北海道型地域構造の保持・形成に向けた仕組みづくり 

北海道型地域構造の保持・形成に向けては、地域

特性、課題・ニーズに対応した各種施策を市町村を

越えて、圏域内の各主体が連携して取り組むことが

必要なため、モデル的な圏域を設定し、必要な施策

群の検討及び同様の取組を各地で展開するための仕

組みづくりの検討を行います。 

 

 

 

 

食
品
会
社

「食」の総合拠点づくりのイメージ

国産回帰

食品工場を
北海道に誘致

北海道
ブランド

雇用の創出、地域経済への波及

生
産
者

検討会 （生産と加工の連携支援）

高品質で
大量の原料

道外

海外

食品工場

企業が望
む原料

生産
基盤

農産物
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（参考）　平成２９年度　道路の主な開通予定

【直　　轄】

延　長
（km）

～ 訓子府
く ん ね っ ぷ

IC 16.0

～ 日高
ひ だ か

厚賀
あ つ が

IC 14.2

～ 小樽市
おたる

桃内
ももない

１丁目 3.5

《防災・安全交付金》

0.5

1.6

0.2

0.4

0.4

《社会資本整備総合交付金》

0.7

2.8

1.2

2.7

路　　線　　名 箇　　所　　名
開　　　通　　　予　　　定

区　　　　　間

北海道横断自動車道

（十勝
と か ち

オホーツク自動車道）
足寄
あしょろ

～北見
き た み

足寄
あしょろ

郡陸別町小利別
りくべつちょう しょうとしべつ

0

国道235号 門別厚賀
もんべつあつが

道路 日高門別
ひだかもんべつ

IC

北海道
ほっかいどう

礼文町
れ  ぶんちょう

（一）元地香深線
もと  ち    かふか

事業主体 事業実施箇所 事業名

国道5号 忍路
おしょろ

防災 小樽市
　おたる

忍路
おしょろ

１丁目

計画名

北海道
ほっかいどう

留寿都村
 る    す   つ

（主）岩内洞爺線
いわないとうや

事業
延長
(km)

左記事業が含まれる社会資本総合整備計画

北海道
ほっかいどう

佐呂間町
さ    ろ    まちょう

（一）キムアネップ岬浜佐呂間線
みさきはまさ  ろ  ま

防災・安全を支える道路ネットワーク強化

札幌市
さっぽろ

札幌市
さっぽろ

（市）興産
こうさん

社
しゃ

大
おお

野
や

地
ち

線
快適な市民生活と北海道経済の発展を支える道路交通ネッ
トワークの構築

事業
延長
(km)

左記事業が含まれる社会資本総合整備計画

計画名

北海道
ほっかいどう

日高町
ひだかちょう

（一）比宇厚賀停車場線
  び   う    あつが ていしゃじょう

事業主体 事業実施箇所 事業名

道内各地域の交流・連携の深化に資する道路ネットワーク
の機能向上・生活基盤形成

北海道
ほっかいどう

稚内市
わっかない

（一）稚内猿払線
わっかないさるふつ

北海道
ほっかいどう

豊頃町
とよころちょう

（主）豊頃糠内芽室線
とよころ  ぬかないめ むろ

北海道
ほっかいどう

江別市
えべつ

（都）白樺
しらかば

通

国際競争力強化等に資する道路ネットワークの機能向上

札幌市
さっぽろ

札幌市
さっぽろ

（都）北
きた

8条
じょう

通 ～人に優しいまち～を実現する道路空間の安全・安心
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